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問
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職
員
の
資
質
の 

　
　
　
向
上
に
つ
い
て 

   

一．

新
市
発
足
で
職
員
数
も
大
幅

増
と
な
り
、
市
民
・
職
員
と
も
に

と
ま
ど
う
事
も
多
い
。
新
市
発
展

の
た
め
に
、
市
職
員
の
努
力
を
。 

二．

福
岡
市
職
員
の
交
通
事
故
に

関
連
し
、
県
も
懲
戒
処
分
の
規
約

を
見
直
し
た
。
飲
酒
運
転
に
限
ら

ず
、
懲
戒
処
分
に
関
す
る
指
針
を

見
直
す
気
は
あ
る
か
。
ま
た
、
同

乗
者
に
対
す
る
処
分
は
す
る
か
。 

 

　
　
　
　
中
村
市
長 

 

一．
職
員
の
接
遇
に
つ
い
て
は
、

接
遇
研
修
を
毎
年
度
実
施
し
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て
い

る
。 

　
昨
年
度
実
施
し
た
接
遇
研
修
の

内
容
は
、
言
葉
で
伝
え
る
親
切
な

市
役
所
、
接
客
の
基
本
等
で
五
一

人
の
窓
口
職
員
が
受
講
し
た
。
本

年
度
も
窓
口
対
応
の
接
遇
研
修
を

十
月
に
予
定
し
て
い
る
。
今
後
も
、

特
に
高
齢
者
や
体
の
不
自
由
な
方

に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
慎
重
で
丁

寧
な
対
応
を
指
導
し
た
い
。 

　
引
き
続
き
、
接
遇
研
修
等
を
実

施
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と

市
民
か
ら
親
し
ま
れ
る
訪
れ
や
す

い
市
役
所
づ
く
り
に
努
め
た
い
。 

　
さ
ら
に
、
人
事
評
価
の
面
か
ら

も
、
管
理
職
員
か
ら
所
属
職
員
を

指
導
さ
せ
た
い
。 

二．
懲
戒
処
分
基
準
は
、
人
事
院

の
懲
戒
処
分
に
関
す
る
指
針
を
基

準
と
し
て
、
「
伊
予
市
職
員
の
懲

戒
処
分
に
関
す
る
指
針
」
を
策
定

し
運
用
し
て
い
る
。 

　
飲
酒
運
転
に
対
す
る
処
分
基
準
、

特
に
酒
気
帯
び
運
転
の
基
準
見
直

し
は
、
県
内
外
の
市
町
村
で
検
討

さ
れ
て
お
り
、
当
市
も
他
市
と
歩

調
を
合
わ
せ
、
酒
気
帯
び
運
転
も

含
め
、
飲
酒
運
転
に
対
し
て
は
厳

格
な
態
度
で
臨
む
こ
と
で
見
直
し

た
い
。 

　
ま
た
、
同
乗
職
員
に
対
す
る
処

分
は
、
現
在
の
指
針
で
は
関
係
職

員
の
懲
戒
処
分
の
部
分
で
対
応
す

る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
処
分
を

明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
同
様
に

見
直
し
を
し
た
い
。 

                   

市
民
公
募
債
を
発
行
し
て
は

ど
う
か 

   

一．

市
債
発
行
残
高
と
今
年
中
の

発
行
予
定
額
は
ど
の
く
ら
い
か
。 

二．

新
市
建
設
の
た
め
に
は
、
市

債
の
発
行
は
必
要
と
思
う
。
新
市

建
設
の
た
め
の
協
働
作
業
は
、
資

金
調
達
の
面
に
お
い
て
も
な
さ
れ

る
べ
き
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、

市
民
公
募
債
を
発
行
す
る
考
え
は

あ
る
か
ど
う
か
伺
い
た
い
。 

 

　
　
　
　
中
村
市
長 

 

一．
市
債
の
発
行
残
高
は
、
平
成

十
七
年
度
末
で
一
般
会
計
二
〇
五

億
七，
一
〇
七
万
四
千
円
、
特
別

会
計
で
九
二
億
九，
七
四
五
万
一

千
円
で
合
計
二
九
八
億
六，
八
五

二
万
五
千
円
で
あ
る
。 

　
本
年
度
発
行
予
定
額
は
、
繰
越

事
業
を
合
わ
せ
る
と
一
般
会
計
で

八
億
八，
二
六
〇
万
円
、
特
別
会

計
五
億
一，
一
二
〇
万
円
で
合
計

十
三
億
九，
三
八
〇
万
円
で
あ
る
。 

二．
市
場
公
募
債
は
、
自
治
体
に

お
け
る
資
金
調
達
方
法
の
多
様
化

を
図
る
必
要
が
増
し
て
き
た
こ
と

に
よ
り
、
平
成
十
三
年
度
住
民
参

加
型
市
場
公
募
債
の
制
度
が
創
設

さ
れ
た
。 

　
こ
の
公
募
債
の
特
徴
は
、
発
行

額
、
償
還
年
限
、
金
利
等
の
発
行

条
件
を
自
治
体
が
自
由
に
設
定
で

き
る
な
ど
、
財
政
規
模
が
小
さ
い

自
治
体
に
お
い
て
も
発
行
可
能
と

な
っ
て
い
る
。 

　
ま
た
、
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、

市
民
が
市
の
実
施
す
る
事
業
に
投

資
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
行

政
に
関
す
る
関
心
を
高
め
る
契
機

と
な
り
、
ま
さ
に
参
画
と
協
働
の

郷
（
く
に
）
づ
く
り
へ
の
推
進
と

つ
な
が
っ
て
い
く
。 

　
し
か
し
、
市
場
公
募
債
の
発
行

に
当
た
っ
て
は
、
満
期
一
括
償
還

に
伴
う
財
政
負
担
や
応
募
者
利
回

り
と
合
わ
せ
、
発
行
手
数
料
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
等
作
成
経
費
が
発
生

し
、
一
般
の
縁
故
債
と
の
比
較
等

検
討
を
要
す
る
事
項
も
出
て
く
る
。 

　
今
後
、
事
業
計
画
の
実
施
に
当

た
っ
て
、
市
民
の
行
政
へ
の
参
画

意
識
の
高
揚
が
図
ら
れ
る
事
業
に

お
い
て
は
、
例
え
ば
一
般
単
独
事

業
債
を
財
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
等
は
、
発
行
に
向
け
て

検
討
も
進
め
た
い
。 

   

・
公
有
地
所
有
権
の
明
確
化
に
つ

　
い
て 

・
防
犯
相
談
所
長
に
つ
い
て 

・
耳
鼻
科
医
院
の
開
設
に
つ
い
て 

市職員接遇研修 


